
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 新型コロナウィルスによる納税猶予特例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Ｑ：新型ウィルスの影響で、収入がガタ落

ちで納税できません。何か救済措置はありま

すか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：納税猶予の特例が創設されました。 

【解説】  

納税猶予の特例が創設され、新型コロナウ

イルスの影響により事業等に係る収入に相当

の減少があった者は、１年間、国税の納付を猶

予することができるようになりました。 

担保の提供は不要で、延滞税もかかりませ

ん。 

対象になるのは、次の①、②のいずれも満

たす者です。 

①新型コロナウイルスの影響により、令和２

年２月以降の任意の期間(１か月以上)におい

て、事業等に係る収入が前年同期に比べて概

ね20％以上減少していること  

②⼀時に納税を⾏うことが困難であること 

対象になる国税は、令和２年２月１日から

同３年１月３１日までに納期限が到来する所

得税、法人税、消費税等ほぼすべての税目です。 

適用を受けるには、関係法令の施行から２

か月後、又は、納期限(申告納付期限が延長さ

れた場合は延長後の期限)のいずれか遅い日

までに申請が必要です。 

対象者は、法人の他、個人事業者、不動産

所得者(青色、白色を問いません)、給与所得者、

フリーランスも対象になり、要件を満たせば、

黒字であっても認められることになっていま

す。 
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